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常
陸
大
宮
市
議
会
議
員
一

般
選
挙
が
７
月　

日
告
示
さ

３０

れ
、
投
開
票
が
８
月
６
日
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
の
有

権
者
数
は
、
３
９
、６
８
９

人
（
男
１
９
、３
７
３
人
・
女

２
０
、３
１
６
人
）
で
、
投
票

者
数
は
２
９
、８
２
２
人
で

し
た
。

　

投
票
は
、
午
前
７
時
か
ら

午
後
６
時
ま
で
、
市
内　

ヵ
７４

所
の
投
票
所
で
行
わ
れ
、
投

票
率
は　
・
１
４
％（
大
宮
地

７５

域　

・
８
２
％
、
山
方
地
域

６９

　
・
５
６
％
、
美
和
地
域　
・

８２

８１

７
６
％
、
緒
川
地
域　

・
１
８１

７
％
、
御
前
山
地
域　

・
５
８０

６
％
）。
開
票
は
、
午
後
７

時　

分
か
ら
、
西
部
総
合
公

３０
園
体
育
館
で
行
わ
れ
、　

人
２６

の
新
常
陸
大
宮
市
議
会
議
員

が
選
ば
れ
ま
し
た
。
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順
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≪例≫

司法処分最終通告
分類番号　　　Ｆ○○○○○－○○

　この度通知させて頂きましたのは、未だ支払われて
いない未納料金に対して、原告側が訴訟を提起された
ので、こちら側から第一通告書を送らせて頂きまし
た。つきましては、ご連絡が無い場合は裁判を取り行
う事とします。欠席裁判につきましては、原告側の主
張を全面的に受理させて頂きます。
　なお、原告側の主張が受理された場合、裁判所から
の強制執行という形でご自宅に未納料金の請求をさせ
て頂きます。又は、こちら側から第二通告書の方を送
らせて頂きますので裁判所に出廷という手続きにさせ
て頂きます。
＊最近架空請求業者の新しい手口として個人情報を悪
用し裁判制度を利用する手口もみられます。
　万が一身に覚えの無い方は早急にご連絡下さい。
こちらで確認業務を取らせて頂きます。

〒○○○－○○○○
　東京都××区×××○－○－○
　　　０３－○○○○－○○○○
　　　　　民事総合管理センター

新しい手口！
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　最近、最終通告書の中に赤文字で「最近架空請
求業者の新しい手口として個人情報を悪用し裁判
制度を利用する手口もみられます。万が一身に覚
えの無い方は早急にご連絡下さい。こちらで確認
業務を取らせて頂きます。」と記載されているハガ
キが送られてきたという相談が寄せられました。

おかしいな？と思ったら　すぐに相談
・茨城県消費生活センター �０２９－２２４－４７２２
・常陸大宮市消費生活センター
 （市役所商工観光課内）�５２－２１８５（直通）
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＊敬称略・小数点以下の数値は、同姓または同名に伴う按分によるものです。


